
受   付   印  活動区域の区分           資金管理団体        

 

 

 全 国（２都道府県以上）  の指定の有無        

✓ 東   京   都    内     有 ・✓ 無 

    
 届 出 事 項 等 の 異 動 届 

   令和 ○○ 年 ９月 ６日 
 

政治団体の名称 しんじゅく太郎後援会 
総  務  大  臣 

殿 
 

東京都選挙管理委員会  事務所の所在地 東京都 新宿区高田馬場○丁目１番１号 
 

代表者の氏名        新 宿   太 郎         ㊞ 

                             上欄には届出事項の変更後の内容（新の内容）を記入してください。 
 

  届出事項等に異動があったので、政治資金規正法第７条の規定により、下記のとおり届け出ます。 

記 

異 動 事 項 異    動    内    容 異動年月日 

ふ り が な 

新 

  令和 

政 治 団 体 の 名 称 
  ・  ・ 

旧   

主 た る 事 務 所 の 

所 在 地 

新 
（〒169-0075） 電  話（ 03-5320-○○○○ ） 令和 

東京都 新宿区高田馬場○丁目１番１号 

 

 

○○・９・１ 

旧  新宿区大久保〇丁目１番 １号 大久保マンション１０１号  

主たる活動区域           
□東京都から全国へ  ・  □全国から東京都へ  

□その他（                                                 ） 

令和 

・  ・ 

区      分  氏    名 住  所  ・  電  話 生 年 月 日  

ふ り が な 

新 

しんじゅく    たろう 〒169-0075 電話（ 03-5320-○○○○ ） 大 ･昭 ･平  令和 

代 表 者 
新 宿  太 郎 新宿区高田馬場○丁目１番１号 ○○・７・１ ○○・９・１ 

旧 都 庁  太 郎 新宿区新宿○丁目 １番 １号 
  

ふ り が な 

新 

 〒169-0074 電話（ 03-5320-○○△△ ） 大 ･昭 ･平  令和 

会 計 責 任 者 
 新宿区 北新宿○丁目３番４号 ・  ・ ○○・９・３ 

旧  新宿区 荒木町○番２号 
  

ふ り が な 
新 

 〒      電話（                ） 大 ･昭 ･平 ･令  令和 

会 計 責 任 者 の 

職 務 代 行 者 

   ・  ・ ・  ・ 

旧      

そ の 他 

 

□規約の異動 □ 被推薦書の内容（                                                                   ） 令和 

□ 課税上の優遇措置の異動（無から有へ）        □ 課税上の優遇措置の異動（有から無へ） 

□ 支部の有無の異動（無から有へ） □政党の支部に関する届出事項の異動（別紙のとおり） 

□ その他（                                                                            ） 

○○・９・１ 

国 会 議 員 関 係 

政 治 団 体 の 区 分 

新 

□法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体  公職の候補者に係る公職の種類（                 ） 

□法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 

      ふりがな  

  公職の候補者の氏名（               ） 公職の候補者に係る公職の種類（                  ） 
□国会議員関係政治団体以外の政治団体     □その他（                                  ） 

令和 

 

・   ・ 

旧 

□法第１９条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体  公職の候補者に係る公職の種類（                  ） 

□法第１９条の７第１項第２号に係る国会議員関係政治団体 

ふりがな 

  公職の候補者の氏名（               ） 公職の候補者に係る公職の種類（                  ） 
□国会議員関係政治団体以外の政治団体     □その他（                                  ） 

 

 

≪記載例≫ 政治団体が、事務所の所在地などを異動する場合 

住所のみの異動の場合 

所在地変更に伴い規約の異動が必要な場合があります。 
規約を異動した場合は、その旨を記載し、新旧の規約を 
添付してください。 

✓ 

名称を変更したときには、新旧の規約が必要となります。 

変更した内容のみ新旧を記入し、それ以外は記入しないでください。 


